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今
月
六
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
旧
統
一
教
会
に
対
す
る
解
散
命
令
の
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
岸
田
総
理
は

「
宗
教
団
体
に
法
令
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
厳
正
に
対
処
す
る
」
と
答
弁
し
た
。 

 

こ
こ
に
い
う
法
令
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
と
は
、
平
成
七
年
十
二
月
十
九
日
の
東
京
高
等
裁
判
所
決
定
（
平
成
七
年
（
ラ
）
一

三
三
一
号
）
に
あ
る
「
刑
法
等
の
実
定
法
規
の
定
め
る
禁
止
規
範
又
は
命
令
規
範
に
違
反
す
る
も
の
」
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と

も
、
例
え
ば
民
法
第
七
百
九
条
に
お
け
る
「
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し

た
」
こ
と
を
も
含
む
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


